
推計人口 45万0063人（女 23万5506人　男 21万4557人）世帯数 18万5701　面積 100.18km2（平成14年7月1日現在
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民  

間�
その他の市区町村�西宮市役所�

兵庫県庁�
利用禁止�

指定情報処理機関�
（全国センター）�

法律上の根拠が必要�
目的外利用禁止�

国
の
行
政
機
関
等�

＜住基ネットの概要＞�

平
成
１１
年
８
月
に
住
民
基
本
台
帳
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
全
国
の
市
区
町
村
を
結
ぶ

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム（
住

基
ネ
ッ
ト
）
の
構
築
が
ス
タ
ー
ト
し
、
今
年

８
月
５
日
に
全
国
の
住
民
票
に
１１
け
た
の
住

民
票
コ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
、
こ
の
住
民
票
コ
ー
ド
に
基
づ
き
、

国
な
ど
の
行
政
機
関
へ
住
民
票
の
情
報
を
提

供
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
行
政
事
務

の
効
率
化
を
目
的
と
し
た
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

問
合
せ
は
市
民
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・

３
０
９
３
）
へ
。

ど
の
よ
う
な
情
報
を

取
り
扱
う
の
で
す
か
？

住
基
ネ
ッ
ト
で
取
り
扱
う
住

民
票
情
報
は
、
�
氏
名
、
�
生

年
月
日
、
�
性
別
、
�
住
所
、

�
住
民
票
コ
ー
ド
、
�
付
随
情

報（
異
動
年
月
日
、
異
動
事
由
）

で
す
。
こ
の
情
報
は
市
区
町
村

と
都
道
府
県
、
指
定
情
報
処
理

機
関
（
全
国
セ
ン
タ
ー
）
を
結

び
、
専
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通

し
て
提
供
さ
れ
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
利
点
が

あ
り
ま
す
か
？

法
律
で
決
め
ら
れ
た
事
務
に

お
い
て
、
居
住
関
係
の
確
認
が

必
要
に
な
っ
た
場
合
の
み
、
行

政
機
関
等
へ
住
民
票
情
報
を
提

供
し
ま
す
。
た
と
え
ば
こ
れ
ま

で
、
恩
給
・
共
済
年
金
の
受
給

や
雇
用
保
険
の
受
給
手
続
の
際
、

住
民
票
（
写
し
）
等
の
提
出
が

必
要
で
し
た
が
、
今
年
８
月
以

降
順
次
不
要
に
な
る
予
定
で
す
。

住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知

８
月
中
旬
以
降
発
送

住
民
票
コ
ー
ド
と
は
、
個
人

を
特
定
す
る
た
め
に
用
い
る
１１

け
た
の
数
字
で
す
。
こ
の
数
字

に
は
規
則
性
は
無
い
の
で
、
氏

名
や
住
所
を
推
測
で
き
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
住
民
票
コ

ー
ド
は
、
平
成
１４
年
８
月
５
日

現
在
、
西
宮
市
在
住
の
日
本
国

籍
を
有
す
る
人
（
住
民
基
本
台

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
）に
、

８
月
中
旬
以
降
、
郵
送
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

通
知
し
ま
し
た
住
民
票
コ
ー

ド
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
わ
る
重
要
な
情
報
で
す
の

で
、
同
一
の
世
帯
員
以
外
の
人

に
は
見
せ
た
り
教
え
た
り
し
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
票
コ
ー
ド
の
変
更
を
希

望
す
る
場
合
は
、
本
人
が
、
運

転
免
許
証
等
を
提
示
の
う
え
、

住
民
票
コ
ー
ド
変
更
申
請
書
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
変
更
で

き
ま
す
。

個
人
情
報
の

保
護
対
策
は
？

住
基
ネ
ッ
ト
で
は
、
皆
さ
ん

の
大
切
な
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
を

最
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
次
の

と
お
り
、
制
度
面
・
技
術
面
・

運
用
面
か
ら
万
全
の
対
策
を
講

じ
ま
す
。

●
法
律
や
条
例
に
よ
り
情
報

提
供
先
と
利
用
目
的
を
規
定

す
る
と
と
も
に
、
民
間
で
の

住
民
票
コ
ー
ド
の
利
用
を
禁

止
し
ま
す

●
専
用
の
回
線
を
使
用
し
、

個
人
情
報
を
暗
号
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
外
部
か
ら
の
不

正
侵
入
や
情
報
の
漏
え
い
を

防
止
し
ま
す

●
操
作
す
る
職
員
を
限
定
す

る
な
ど
管
理
を
厳
重
に
し
、

目
的
外
の
使
用
を
防
止
し
ま

す●
関
係
職
員
に
は
秘
密
の
厳

守
を
義
務
付
け
、
違
反
者
に

は
罰
則
規
定
を
設
け
ま
す

●
都
道
府
県
な
ど
に
情
報
を

保
護
す
る
た
め
の
委
員
会
や

審
議
会
を
設
置
し
ま
す

平
成
１５
年
８
月

実
施
予
定
の
サ
ー
ビ
ス

�
住
民
票
の
広
域
交
付
�

全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
下
記

参
照
）、官
公
署
が
発
行
し
た
写

真
入
り
の
証
明
書
（
運
転
免
許

証
な
ど
）
も
し
く
は
保
険
証
を

市
区
町
村
の
窓
口
で
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
本
人
も
し
く
は

本
人
と
同
一
世
帯
員
の
住
民
票

（
写
し
）
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

（
※
本
籍
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
）。

�
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
�

希
望
者
に
は
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
有
料
）
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
同
カ
ー
ド
を
所
持
す
る

と
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。

�
他
の
市
区
町
村
で
住
民
票

（
写
し
）の
交
付
を
受
け
る
場
合

や
行
政
機
関
な
ど
に
申
請
・
届

け
出
を
行
う
場
合
、
確
実
な
本

人
確
認
が
で
き
る
た
め
、
迅
速

な
手
続
が
可
能
に
な
り
ま
す

�
市
外
に
引
越
す
る
場
合
、

「
付
記
転
出
届
」
を
事
前
に
前

住
所
地
の
市
区
町
村
役
場
に
郵

送
す
れ
ば
、
引
越
先
の
市
区
町

村
窓
口
に
出
向
い
て
同
カ
ー
ド

を
提
出
す
る
だ
け
で
（
転
出
証

明
書
の
添
付
無
し
で
）
転
入
手

続
が
で
き
ま
す
（
そ
の
他
の
手

続
が
必
要
な
人
は
、
前
住
所
地

の
市
区
町
村
役
場
へ
の
来
庁
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

住民票（写し）の提
出が不要にな
る手続も

住民基本台帳とは？
個人の氏名・生年月

日・住所など、法律で

定められた項目を記録

したものを住民票とい

います。この住民票を

まとめたものが住民基

本台帳です。

住民基本台帳は、全

国の市区町村で作成さ

れ、国民健康保険・国

民年金・介護保険など

の市区町村が行う各種

行政サービスの基礎と

なっています。

市
は
、
西
宮
・
甲
子
園
競

輪
の
廃
止
に
伴
い
、
兵
庫
県

自
転
車
競
技
厚
生
事

業
団
か
ら
、
厚
生
事
業
会

館
（
高
松
町
２０
―
２０
）
の
譲

渡
を
受
け
、
名
称
を
「
市
民
交

流
セ
ン
タ
ー
」
に
変
更
し
、
８

月
１
日
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

市
内
の
自
治
会
等
地
域
団
体

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
非
営
利
団
体
）
な

ど
の
公
益
活
動
市
民
団
体
の
交

流
を
図
る
場
と
し
て
の
業
務
を

行
う
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

市
民
集
会
施
設
と
し
て
の
利
用

も
で
き
ま
す
。
な
お
、
電
話
番

号
（
０
７
９
８
・
６
５
・
２
２

５
１
）
に

変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。
使
用

料
金
に
つ
い
て
は

別
表
参
照
。

問
合
せ
は
市
民
活
動

支
援
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
６
３
７
）
へ
。

別 表

冷暖房
使用料

７４０円

６５０円

３９０円

７４０円

２２０円

１３０円

４８０円

２２０円

２２０円

※使用者の住所（団体はその所在地）が市外の場合は、この表に規定す
る使用料（冷暖房使用料を除く）の額の５割に相当する額を加算します
※使用区分は、午前および午後、夜間それぞれを１区分とします
※この表に規定する冷暖房使用料は１区分あたりの額です
※調理用ガス器具（一式）の使用料は一式５００円です

夜間
（１７：３０～２２：００）

２，９００円

１，２００円

７００円

１，４００円

５００円

２００円

９００円

５００円

４００円

午後
（１２：３０～１７：００）

２，９００円

１，２００円

７００円

１，４００円

５００円

２００円

９００円

５００円

４００円

午前
（９：００～１２：００）

２，２００円

９００円

５００円

１，０００円

４００円

１００円

７００円

４００円

３００円

区分

ホール

体育室

Ａ・Ｄ会議室

Ｂ会議室

Ｃ・Ｆ会議室

Ｅ会議室

和室

調理室

茶室

８
月
５
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
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市民交流センター

活動の場にご利用ください

（旧厚生事業会館）


